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貯水槽水道について

竣工時に受水槽式

（設置・廃止・変更）台帳
調査票を提出



貯水槽水道について

有効容量が１０ｔを超える
場合

⇩

簡易専用水道設置届が必要



貯水槽水道について

設置後の管理について、設置者（建物所有者）

の自発的な管理意識を高める必要がある。

貯水槽水道の管理

①貯水槽の清掃 年に１回以上

②貯水槽の点検 月に１回程度

③水質検査の実施 毎日から週に１回程度

④利用者への周知 異常があった場合

⑤定期検査の受検



貯水槽水道について

貯水槽水道の清掃、点検の際の注意点

周辺の清潔、水槽のひび割れ、異物の混入、濁り、

異臭、マンホールの施錠、防虫網など

特に、ボールタップ等備品の破損、故障に注意

※ボールタップの故障による大量漏水事故が発生
しています。



貯水槽水道について



『給水装置工事申込書、設計書』

令和3年4月

・工事申込者

・指定工事事業者

・主任技術者 押印不要

・土地所有者

・家屋所有者

※土地所有者承諾必要

（特記事項欄に署名と押印）

・工事申込者と土地所有者

が異なる場合



工事の計画・施工上の注意事項

▶ 舗装の本復旧後の完了の届出（写真）は、すみやかに

提出してください。

▶ 轍がある道路の舗装の本復旧は、特に施工に注意して

ください。

▶ 仮復旧は、工事当日に行うこと。

・路盤状態（砂利）での開放はしないこと

工期７ヶ月 ➡ 仮復旧後６ヶ月を目安に本復旧

工期６ヶ月 ➡ 仮復旧後４ヶ月～５ヶ月を目安
に本復旧

県 道

市 道

舗装復旧について



道路管理者との

工事に関する『事前協議』が必要

安足土木事務所 保全第一部
足利市伊勢町四丁目19
0284-41-2572

足利市役所 道路河川保全課 管理担当
足利市本城三丁目2145
0284-20-2262

国土交通省 宇都宮国道事務所 小山出張所
小山市乙女1433-2
0285-45-9770

県 道

市 道

国 道

工事の計画・施工上の注意事項



道路掘削・占用関係 提出書類について

【注意点】

県道の写真

現在 ２部

変更後 ３部

舗装復旧構成は、

給水管埋設部で記入
してください

※水道本管埋設部で
はありません



分水止めの注意点

分水止めは立ち合いの必要はありません。

（写真を撮り、写真を竣工図面の裏へ添付）

ただし、道路掘削許可は必要です。

施工日（道路掘削日）を６営業日前までに

忘れず連絡してください。



穿孔立ち合い予約について

《 現在 》

午前中に窓口で予約

予約日は５営業日前まで

《 変更後》

営業時間中（午後も可）に窓口

または電話で予約

※予約日は６営業日前まで

※納付書が支払い済、必ず設計書（厚紙）を
受け取っていること



閲覧ありがとうございました


